
令和５年度福井市通学路安全推進会議の活動報告 
〇通学路の点検 

  ・各学校が保護者等の協力を得ながら、「交通安全」「防犯」「防災」の３つの観点から、点検を実施した。 

交通安全：事故が多発している場所で、対策を講じる必要性があるかどうか。線が消えかかっていたり、損傷していたりなどして、車の運転手から認識できない状態となっていないか。 

防  犯：下校時に事件・事故の危険性が高くなる場所はないか。登下校の時間に見守りの目が少なく、見守り体制を強化しなければならない場所はないか。 

防  災：陥没や大雨時の冠水の影響で歩けなくなる箇所はないか。集団登校や通学路の中に、看板や鳥居、石垣など地震等の災害によって倒れてくる恐れのあるものはないか。 

〇会議の実施  ・７月６日（木） 交通安全・防災・防犯の担当者会議を実施した。 ・７月２７日（木）福井市通学路安全推進会議を実施した。 

〇合同点検 

・複数の関係機関での対策が必要であると考えられる危険箇所１５箇所（交通安全１０箇所、防犯４箇所、防災 1箇所について（福井署管轄 8/22,24日、福井南署管轄 10/5）実施した。 

・道路管理者、警察、学校関係者立ち合いのもと、通学路の危険箇所改善について、それぞれの立場からどのような対策が可能であるかを検討した。 

○危険箇所対策の状況 

取  組 交通安全部会関係 防犯部会関係 防災部会関係 

点検概要 点検箇所数 １４１箇所 １５７項目 18箇所 19項目  ８箇所 ８項目 

関係機関 学校、校長会、警察、道路管理者等 

自転車利用推進課、保健給食課 

学校、校長会、警察、道路管理者等 

住宅政策課、危機管理課、青少年課、保健給食課 

学校、校長会、警察、道路管理者等 

住宅政策課、危機管理課、保健給食課 

 ＜危険箇所の主な現状＞ 

・通学路沿いの用水路の蓋が途中で無くなっている。 

・現在のコーナーミラーでは、北側から進入する車両は見え

るが、南側から進入する車両が見えない。 

・歩道が狭く傷んでおり歩きづらい。 

・平日の朝 7:00～8:00 までは、左折禁止であるにもかか

わらず、かなりのスピードで進入する車があり、登校中の

児童が危険である。 
                   （R６.3.31時点） 

対 策 実 施 状 況         （項目） 

分 類 計 済 中 予定 検討 困難 

① 標識・規制等   22 1 0 0 7 14 

② 横断歩道 26 1 0 3 13 9 

③ 信号機 11 0 1 1 0 9 

④ 歩車道 42 8 3 5 19 7 

⑤ 道路設備 31 5 0 8 10 8 

⑥ 広報・注意喚

起・取締り 
21 2 15 0 2 2 

⑦ その他 4 2 0 1 0 1 

合  計 15７ 19 19 18 51 50 

※危険箇所の状況により、複数の機関が対応する場合を含む。 

＜主な対策実施内容＞ 

（道路） 

・門型側溝の整備   ・ミラーの設置 

（警察） 

・駐在署員が定期的に立寄り対応。 

＜危険箇所の主な現状＞ 

・緑地の草が生い茂り、見通しが悪い。 

・児童の下校時間に公園の周囲に車が停まっていることが

多い。 
 

 

（R６.3.31時点） 

対 策 実 施 状 況         （項目） 

分 類 計 済 中 予定 検討 困難 

① 樹木の剪定 3 1 0 0 0 2 

② パトロール

の強化 
8 8 0 0 0 0 

③ 空き家対策 0 0 0 0 0 0 

④ 照明灯設置 8 0 0 0 0 8 

⑤ その他 0 0 0 0 0 0 

合 計 19 ９ 0 0 0 10 

※危険箇所の状況により、複数の機関が対応する場合を含む。 

 

＜主な対策実施内容＞ 

（公園） 

  ・緑地の定期的な除草。 

（警察） 

・パトロールを実施し、不審車両等が駐車されていれば

職務質問を実施。 

 

 

＜危険箇所の主な現状＞ 

・通学路沿い住宅の屋根の破損が著しい。また、玄関先

に放置物が散乱している。 
・通学路沿いに倒壊しそうな空き家がある。 

 

 

（R6.3.31時点） 

対 策 実 施 状 況         （項目） 

分 類 計 済 中 予定 検討 困難 

① 道路・河川設

備対策 
2 0 0 0 1 1 

② 空き家対策 4 1 2 1 0 0 

③ ブロック塀 1 1 0 0 0 0 

④ 有害鳥獣 0 0 0 0 0 0 

⑤ 樹木剪定他 1 1 0 0 0 0 

合 計 8 3 2 1 1 1 

 

 

＜主な対策実施内容＞ 

（住宅） 

 ・現地調査後、建物の所有者に指導。 

 ・所有者による住宅の取り壊し撤去。 

 

その他   Ｈ３０年に調査した危険ブロック塀について、未改善で

あったブロック塀 127件のうち、12件の改善があった。 

 
※対策実施状況の表の分類について 

「済」・・・対応済であるもの  「中」・・・対応中であるもの  「予定」・・・今後対応を行う予定であるもの  「検討」・・・対応について検討しているもの  「困難」・・・対応について実施が困難であるもの 


